
　

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
な
ど
の

老
齢
・
退
職
年
金
は
、
所
得
税
法

上
の
雑
所
得
と
し
て
課
税
の
対
象

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
老
齢
年
金
を
受

け
て
い
る
方
に
は
、
１
年
間
の
年

金
の
支
払
総
額
な
ど
を
記
載
し
た

「
源
泉
徴
収
票
」が
１
月
末
日
ま
で

に
届
く
よ
う
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

確
定
申
告
の
際
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

紛
失
し
た
場
合
は
再
発
行
で
き

ま
す
の
で
、
年
金
事
務
所
ま
た
は

年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

は
、
課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

た
め
、
源
泉
徴
収
票
は
送
付
さ
れ

ま
せ
ん
。

■
お
問
合
せ

　

下
館
年
金
事
務
所

☎
０
２
９
６（
25
）０
８
２
９

住
民
税（
市
民
税
・
県
民
税
）の

主
な
税
制
改
正

今
年
度
の
申
告
よ
り

�

配
偶
者
控
除
お
よ
び

�

配
偶
者
特
別
控
除
の

取
り
扱
い
が
変
更
に
な
り
ま
す

公
的
年
金
の

源
泉
徴
収
票

配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除

に
お
け
る
納
税
者
の
所
得
制
限

配
偶
者
特
別
控
除
に
お
け
る

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
の
拡
大

　

配
偶
者
控
除
、
配
偶
者
特
別
控

除
に
お
い
て
、
納
税
者
（
扶
養
す

る
人
）
自
身
に
所
得
制
限
が
設
け

ら
れ
ま
す
。
納
税
者
の
合
計
所
得

が
９
０
０
万
円
を
超
え
た
時
か
ら

控
除
額
が
段
階
的
に
減
少
し
合
計

所
得
金
額
１
０
０
０
万
円
を
超
え

る
と
、
控
除
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

　

配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象
者
に

つ
い
て
、
配
偶
者
の
合
計
所
得
が

38
万
円
超
１
２
３
万
円
以
下
に
拡

大
さ
れ
ま
す
。

（
改
正
前

：

38
万
円
超
75
万
円
以
下
）

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

を
利
用
す
れ
ば
、
自
宅
で
確
定

申
告
書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
」
ま

た
は
「
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
方

式
の
届
出
完
了
通
知
」
を
お
持

ち
の
方
は
、
平
成
31
年
１
月
か

ら
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

w
w
w
.nta.go.jp

　

平
成
30
年
分
の
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申

告
の
相
談
及
び
申
告
書
の
受
付

古
河
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

◆
確
定
申
告
書
は

　
自
宅
で
作
成
で
き
ま
す
！

◆
確
定
申
告
の
相
談
及
び

　
申
告
書
の
受
付
に
つ
い
て

は
、
２
月
18
日
（
月
）
か
ら
３

月
15
日
（
金
）
ま
で
で
す
。
還

付
申
告
に
つ
い
て
は
、
２
月
15
日

（
金
）
以
前
で
も
行
え
ま
す
。

　

平
成
30
年
分
の
個
人
事
業
者

の
方
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
の
確
定
申
告
は
、
４
月
１
日

（
月
）
が
申
告
・
納
付
の
期
限

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

古
河
税
務
署
の
閉
庁
日
（
土
・

日
・
祝
日
）
は
、
税
務
署
で
は

相
談
及
び
申
告
書
の
受
付
を

行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

■
お
問
合
せ

　

古
河
税
務
署

　

個
人
課
税
第
一
部
門

☎
０
２
８
０（
32
）４
１
６
１

納税者本人の
合計所得金額

控除対象
配偶者

老年控除対象
配偶者

900万円以下 33万円 38万円

900万円超
950万円以下

22万円 26万円

950万円超
1,000万円以下

11万円 13万円

（配偶者）合計所得金額
38万円超
85万円以下

85万円超
90万円以下

90万円超
95万円以下

95万円超
100万円以下

100万円超
105万円以下

合
計
所
得
金
額

（
納
税
者
本
人
）

900万円以下 33万円 33万円 31万円 26万円 21万円

900万円超
950万円以下 22万円 22万円 21万円 18万円 14万円

950万円超
1,000万円以下 11万円 11万円 11万円 9万円 7万円

（配偶者）合計所得金額
105万円超
110万円以下

110万円超
115万円以下

115万円超
120万円以下

120万円超
123万円以下 123万円超

合
計
所
得
金
額

（
納
税
者
本
人
）

900万円以下 16万円 11万円 6万円 3万円 0円

900万円超
950万円以下 11万円 8万円 4万円 2万円 0円

950万円超
1,000万円以下 6万円 4万円 2万円 1万円 0円

【配偶者控除】

■お問合せ　課税課　☎０２97（21）2213

▼
メ
ー
ル
で「
有
料
サ
イ
ト
利
用
料
金
が
未
納
で
す
」は
、架
空
請
求
詐
欺
で
す

●坂東市役所 代表 ☎0297（35）2121／0280（88）0111広報ばんどう 2019・1 No.1667




